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１ 落札者決定基準の位置づけ 

この落札者決定基準（以下「本基準」という。）は、熊本市（以下「市」という。）が熊本

市営高平団地・大窪団地集約建替事業（以下「本事業」という。）の落札者を決定するに当

たって、最優秀提案者を選定するための手順、方法、評価基準等を示したものであり、入

札に参加しようとする者に交付する入札説明書等と一体のものとして扱う。 

２ 最優秀提案者選定の概要 

（１）最優秀提案者選定の方法 

最優秀提案者の選定の方法は、競争性の担保及び透明性・公平性の確保に配慮した上で、

総合評価一般競争入札とする。 

本事業は、市営住宅整備業務、入居者移転支援業務及び余剰予定地活用業務（付帯事業）

を通じて、ＰＦＩ事業者に効率的・効果的なサービスの提供を求めるものである。 

最優秀提案者の選定に当たっては、入札価格及び各業務に関する能力を総合的に評価す

る。 

（２）審査の進め方 

審査は、第一次審査として入札参加資格の有無を判断する「資格審査」、第二次審査とし

て提案内容を評価する「提案審査」の２段階にて実施する。 

「資格審査」は、入札参加資格を確認するための審査であり、その結果は「提案審査」

に影響しない。 

「提案審査」は、入札書に記載された入札金額が、予定価格から消費税及び地方消費税

相当額を減じた額以下であることの確認や、要求水準の達成状況を確認する「基礎審査」

と、入札価格や提案内容を様々な視点から評価する「総合評価」を行う。（図１参照） 

（３）審査体制 

市が設置した「熊本市営住宅整備事業者選定審議会」（以下、「選定審議会」という。）は、

表１に示す５名の委員により構成される。 

表１ 選定審議会の委員 

氏名（敬称略） 分野／所属機関（団体）等 

古賀 香代子 学校法人九州ルーテル学院大学 人文学部 教授 

神毛 恵 税理士・行政書士 

佐藤 哲 公立大学法人熊本県立大学 環境共生学部 准教授 

田中 智之 国立大学法人熊本大学 大学院先端科学研究部 教授 

東野 洋尚 熊本市都市建設局住宅部長 

渡邉 和親 公募委員 

（委員の順序は五十音順で掲載） 
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図１ 審査の進め方 
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３ 資格審査 

応募グループからの資格審査に関する提出書類をもとに審査を行う。資格審査の結果、

入札参加資格を充足していない応募グループは、失格とする。なお入札参加資格は、入札

説明書に示す。 

４ 提案審査 

（１）基礎審査 

市は、入札参加者の提案内容が次の基礎審査項目を充足していることを確認する。 

ア 入札価格の確認 

市は、入札書に記載された金額が予定価格以下であることの確認を行う。 

予定価格を上回っている入札書を提出した入札参加者は失格とする。 

イ 提出書類の確認 

市は、提出を求めている書類が全て揃っているか、指定した様式に必要事項が記載され

ているか、記載内容に矛盾や齟齬がないか等の提出書類の確認を行う。 

提出書類が不足する場合は失格とする。 

ウ 基礎的事項の確認 

市は、事業提案書に記載された内容が、要求する水準及び性能に適合していることを「要

求水準書」「様式２４ 基礎的事項に関する確認書」「様式２５ 住宅性能評価の等級に関

する確認書」に基づき確認する。事業提案書の内容に市の要求する水準及び性能を明らか

に満たさない事項がある場合には失格とすることがある。 

（２）総合評価 

ア ヒアリング 

基礎審査を通過した入札参加者に対して、選定審議会が必要であると判断した場合は、

ヒアリングを実施する。 

イ 入札価格の評価 

入札参加者の入札価格に対して、以下の考え方に基づいて入札価格評価点の点数化を行

う。なお、算出された点数の小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位までの数

値とする。 

入札価格評価点＝40×（入札参加者中、最低の価格評価額／各入札参加者の価格評価額） 

※価格評価額＝入札価格（市営住宅整備等の対価）－入札価格（余剰予定地の対価） 
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ウ 提案内容の評価 

提案内容について各委員は、評価項目ごとに表３に基づき６段階で評価する。提案内容

評価点は、全委員の平均点の小数点以下第３位を四捨五入して算出する。 

なお提案内容に関する、評価項目の具体的な項目及び評価の視点等は表４のとおりであ

る。 

表３ 段階的な評価の設定 

評価 評価点 評価の目安 

Ａ 配点×1.0 非常に優れている 

Ｂ 配点×0.8 優れている 

Ｃ 配点×0.6 普通である 

Ｄ 配点×0.4 劣っている 

Ｅ 配点×0.2 非常に劣っている 

Ｆ 配点×0.0 記述がない 

注：配点×0.7程度を標準とする。 

エ 総合評価 

入札価格評価点（40点満点）と提案内容評価点（60点満点）を合計して総合評価点を算

出する。 

総合評価点（100点）＝入札価格評価点（40点）＋提案内容評価点（60点） 

５ 落札者の決定 

選定審議会は、入札参加者の提案内容に対して、総合評価点が最も高い提案を行った者

を最優秀提案者として選定するとともに、その他の順位を決定する。 

ただし、総合評価による得点の最も高い提案が同点で複数ある場合には、同点の者の中

から、提案内容評価点が最も高い提案を行った者を最優秀提案者として選定し、市に報告

する。 

市は、選定審議会による審査結果の報告を踏まえ、最優秀提案者を落札者として決定す

る。 

 

 

  



5 

表４ 評価項目の具体的な項目及び評価の視点等 

評価項目 評価の視点 様式 配点 

１ 基本方針及び事業実施体制等  ６ 

（１）本事業に関する基本

的な考え方 

・課題や方針を踏まえたコンセプトの設定 様式 

２６ 

２ 

（２）事業実施体制  ・代表企業及び構成企業における、役割及び責

任分担の適切性 

・市への報告、連絡、協議の方法 

・セルフモニタリングの方法 

様式 

２７ 

２ 

（３）事業収支計画及びリ

スク管理 

・事業費の適切性 

・資金調達の方法 

・予期せぬ費用負担等への対応方法 

・想定されるリスクの分析 

・リスクの低減策や防止策 

・保険付保の有無 

様式 

２８

－１ 

２８

－２ 

２ 

２ 市営住宅整備  24 

（１）建替住宅と余剰予定

地及び周辺地域と一

体性・連携を重視し

た土地利用【建替住

棟等配置計画】 

・入居者の日常動線を考慮した建替住宅等の

配置計画 

・建替住宅と余剰予定地のつながりを感じら

れる連続的な空間形成 

・地域をつなぐ動線ネットワークの形成 

・敷地の高低差に対する配慮や工夫 

様式 

２９ 

３ 

（２）使いやすく快適かつ

柔軟性のある住宅供

給【住戸内計画】 

・入居者に使いやすく、機能的かつ安全で快適

な居住空間の整備 

・住戸内の間取り変更等に対応できるフレキ

シブルな建替住宅 

様式 

３０ 

３ 

（３）周辺環境への配慮 ・周辺の低層住宅用地への配慮 

・立地条件を活かした配置及び外構計画 

・団地全体および地域との景観調和 

様式 

３１ 

３ 

（４）ユニバーサルデザイ

ンによる住環境の整

備 

・住戸及び住棟内外のユニバーサルデザイン

の実現 

・生活しやすい住環境づくり 

様式 

３２ 

４ 

（５）災害に強い住環境の

整備 

・レジリエンスを備えた住環境整備 

・安心して暮らすことができる住環境整備 

様式 

３３ 

２ 

（６）良好な地域コミュニ

ティの形成 

・地域を含めた住民相互の交流が育まれるま

ちづくり 

・コミュニティミックスや多世代交流の誘発 

・建替事業を通じた地域貢献の実現 

様式 

３４ 

４ 

（７）維持管理性能の向上

及び長寿命化の実現 

・LCCをふまえた維持管理性能向上 

・建築資材や設備機器選定に対するコスト縮

様式 

３５ 

３ 
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評価項目 評価の視点 様式 配点 

減等に関する配慮や、持続可能性等に配慮し

た長寿命化対策の実施 

（８）地球環境への配慮 ・積極的な省エネルギー化及び再生可能エネ

ルギーの導入 

・積極的な木材利用、木質化 

様式 

３６ 

２ 

３ 施工計画  ６ 

（１）施工体制 ・無理のない施工体制や施工計画 

・施工品質確保への取組み 

・災害の発生防止策 

・万一の事故発生時の対応 

様式 

３７ 

２ 

（２）近隣及び入居者への

配慮 

・生活環境への影響抑制対策 

・安心安全な工事進入路の提案 

・近隣及び入居者に対する安全確保 

・説明会の開催や対応窓口 

・オープンハウスに関する企画提案 

様式 

３８ 

２ 

（３）スケジュールの適切

性 

・開発許可、工区設定、入居者移転等をふまえ

た適切な工事工程計画の提案 

様式 

３９ 

２ 

４ 入居者移転支援  ６ 

（１）事業実施体制及び事

業実施計画 

・人員配置や休日夜間等の対応等の業務実施

体制 

・各種書類の記入回収に関する工夫 

様式 

４０ 

３ 

（２）入居者への配慮 ・高齢者等にも配慮した円滑な移転実施計画 様式 

４１ 

３ 

５ 余剰予定地活用の計画  10 

（１）活用の方針 ・周辺環境や地域ニーズを踏まえたまちづく

りに寄与する余剰予定地の活用方針 

・確実かつ安定的な事業実施に向けた提案 

様式 

４２ 

６ 

（２）活用計画 ・良好な住宅地である周辺環境に調和した活

用計画 

様式 

４３ 

４ 

６ 地域経済への貢献  ６ 

地域経済への貢献 ・市内企業の活用や育成 

・地元雇用の促進 

・地域材の積極的活用 

・地域力の向上 

・DXによる地域経済の発展 

様式 

４４ 

６ 

７ その他  ２ 

独自性等 ・提案全体を通じた独自性や先進性等 － ２ 

 


